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津市訓令第２号 

庁中一般  

出先機関  

 津市職員研修規程の一部を改正する訓令を次のように定める。 

  令和３年３月１５日 

津市長 前 葉 泰 幸   

   津市職員研修規程の一部を改正する訓令 

 津市職員研修規程（平成１８年津市訓令第２０号）の一部を次のように改正

する。 

 第１２条を削る。 

 第１３条中「前条の修了証書の交付を受けた者」を「第４条の規定による集

合研修を修了した者」に改め、同条を第１２条とする。 

 第１４条を第１３条とする。 

 別記様式を削る。 

   附 則 

 この訓令は、令和３年４月１日から施行する。 



津市告示第２２号 

 津市収納代理金融機関の指定（平成１８年津市告示第３号）の一部を次のよ

うに改正し、令和３年５月１日から施行する。 

  令和３年３月２日 

                   津市長 前 葉 泰 幸   

 表中「株式会社三重銀行」を削り、「株式会社第三銀行」を「株式会社三十

三銀行」に改める。 



津市告示第２３号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成２８年津市告示第１０５号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  令和３年３月２日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  栗真中山町自治会 

  三重県津市栗真中山町４３０番地２ 

  代表者 小柴 正孝 

２ 変更に係る事項 

 区域 

変更前 本会の区域は、津市栗真中山町全域とする。 

変更後 
本会の区域は、津市栗真中山町全域とする。ただし、栗真

小川町自治会の区域は除く。 

３ 変更年月日 

  令和３年１月２４日 

４ 変更の理由 

地縁による団体の区域の変更が、令和３年１月２４日の定期総会において

承認されたため。 



津市告示第２４号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成１８年津市告示第４４４号で認可した地縁による団体から告示された

事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり告

示する。 

  令和３年３月４日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 届出者 

  地縁団体 森垣内 

  三重県津市森町１１２番地１ 

  代表者 久世 訓 

２ 変更に係る事項 

 代表者の氏名及び住所 

変更前 
谷井 忠 

三重県津市森町１６５番地 

変更後 
久世 訓 

三重県津市森町１１２番地１ 

 事務所の所在地 

変更前 三重県津市森町１６５番地 

変更後 三重県津市森町１１２番地１ 

３ 変更年月日 

  平成３１年２月２４日 

４ 変更の理由 

  地縁による団体の代表者及び事務所の所在地の変更が、平成３１年２月２

４日の定期総会において承認されたため。 



津市告示第２５号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１２条第２項、第１３条第２項及び第１４条に基づき撤去し、保管している

自転車について、同条例第１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 令和３年３月８日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 令和３年２月１日 

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 令和３年２月３日 

アスト公共自転車等駐車場 １４ 令和３年２月３日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 令和３年２月４日 

アスト公共自転車等駐車場 １５ 令和３年２月４日 

アスト公共自転車等駐車場 １６ 令和３年２月８日 

津駅東口周辺自転車等放置禁止区域 ３ 令和３年２月１６日 

藤方地内 １ 令和３年２月１７日 

西丸之内地内 １ 令和３年２月２４日 

栗真町屋町地内 １ 令和３年２月２４日 

２ 保管期間 

   告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第２６号 

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の規定による基準の適合性

を審査する機関、同基準又はこれと同等の基準に適合するものとする方法及び

簡易な評価方法の指定を次のように定め、令和３年４月１日から施行する。

なお、令和元年津市告示第１５７号は廃止する。

  令和３年３月１２日

                      津市長 前 葉 泰 幸 

津市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行取扱規則（平成２

８年津市規則第２９号）第２条各項に基づき市長が別に定める機関を第１に、

津市手数料徴収条例（平成１８年津市条例第７３号）別表第１５に規定する認

定基準又は認定基準と同等の基準に適合するものとする方法を第２に、同条例

別表第１５に規定する省エネ基準又は省エネ基準と同等の基準に適合するもの

とする方法を第３に、同条例別表第１５に規定する建築物のエネルギー消費性

能の向上に関する法律（平成２７年法律第５３号。以下「法」という。）第３

５条第１項第１号の規定により定められた簡易な評価方法であって市長が別に

定める方法を第４に、同条例別表第１５に規定する法第２条第１項第３号の規

定により定められた簡易な評価方法であって市長が別に定める方法を第５に定

める。 

第１ 省エネ基準及び認定基準の適合性を審査する機関は、次に掲げる機関と 

する。 

１ 住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号。以下

「住宅品質確保法」という。）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価

機関（以下単に「登録住宅性能評価機関」という。） 

２ 法第１５条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費性能判定機関

（以下単に「登録建築物エネルギー消費性能判定機関」という。） 

第２ 認定基準又は認定基準と同等の基準に適合するものとする方法は、次に

掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書面の交付を受けたものとす

る。 

１ 一戸建ての住宅又は共同住宅等若しくは複合建築物の住戸の部分のみを

評価する場合 次のいずれかに該当する書面 

 登録住宅性能評価機関が、法第３５条第１項各号に掲げる基準に適合



するものとして交付する適合証 

 登録住宅性能評価機関が交付する住宅品質確保法第６条第１項に規定

する設計住宅性能評価書（法第３５条第１項第１号に基づく基準に適合

した等級の評価を受けたものに限る。） 

 一般社団法人住宅性能評価・表示協会が運用する建築物省エネルギー

性能表示制度（以下「ＢＥＬＳ」という。）に基づく、建築物に係るエ 

ネルギー消費性能の評価を実施する機関（以下単に「評価機関」という。） 

２ １以外の場合 次のいずれかに該当する書面。ただし、複合建築物の全

体が評価対象の場合については、 又は とする。

 登録住宅性能評価機関が、法第３５条第１項各号に掲げる基準に適合 

するものとして交付する適合証 

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、法第３５条第１項各号に 

掲げる基準に適合するものとして交付する適合証 

 登録住宅性能評価機関であり、かつ、登録建築物エネルギー消費性能 

判定機関である機関が、法第３５条第１項各号に掲げる基準に適合する 

ものとして交付する適合証 

 評価機関が交付するＢＥＬＳに基づく評価書（法第３５条第１項第１ 

号に基づく基準に適合した評価を受けたものに限る。） 

第３ 省エネ基準又は省エネ基準と同等の基準に適合するものとする方法は、

次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める書面の交付を受けたもの

とする。 

１ 一戸建ての住宅又は共同住宅等若しくは複合建築物の住戸部分が認定対

象の場合 次のいずれかに該当する書面 

 登録住宅性能評価機関が、省エネ基準に適合するものとして交付する

適合証 

 法第３５条第１項に基づく建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

に係る建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則（平成

２８年国土交通省令第５号）第２５条第２項の通知書及び建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）第７条第５項、第７条の２第５項又は第

１８条第１８項に規定する検査済証（以下単に「検査済証」という。） 

 都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法律第８４号）第５

４条第 1 項に基づく認定に係る都市の低炭素化の促進に関する法律施行

規則（平成２４年国土交通省令第８６号）第４３条第２項の通知書及び



検査済証   

 登録住宅性能評価機関が交付する住宅品質確保法第６条第３項に規定

する建設住宅性能評価書（省エネ基準に適合した等級の評価を受けたも

のに限る。） 

  評価機関が交付するＢＥＬＳに基づく評価書（建築物エネルギー消費

性能基準に適合した評価を受けたものに限る。） 

２ 認定対象が 1 以外の場合 次のいずれかに該当する書面。ただし、複合

建築物の全体が認定対象の場合については を除く。

 登録建築物エネルギー消費性能判定機関が、建築物エネルギー消費性

能基準に適合するものとして交付する適合証 

 登録住宅性能評価機関であり、かつ、登録建築物エネルギー消費性能

判定機関である機関が、建築物エネルギー消費性能基準に適合するもの 

として交付する適合証 

 １ に掲げる書面

 １ に掲げる書面

 １ に掲げる書面

第４ 法第３５条第１項第１号の規定により定められた簡易な評価方法は、建

築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成２８年経済産業省、国土

交通省令第１号。以下「基準省令」という。）第１０条第１項第１号イ 及

びロ の規定に基づく評価方法とする。 

第５ 法第２条第１項第３号の規定により定められた簡易な評価方法は、次に 

掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ次に定める評価方法とする。 

１ 一戸建ての住宅、共同住宅等又は複合建築物の住宅部分 基準省令第１

条第１項第２号イ 、同号イ 、同号ロ 及び同号ロ の規定に基づく評

価方法 

２ １以外の建築物又は建築物の部分 基準省令第１条第１項第１号ロの規

定に基づく評価方法 



津市告示第２７号

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「法」という。）第７条の３

第１項第２号及び第６項の規定により特定工程及び特定工程後の工程を指定す

るので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第４条の１１の

規定に基づき次のとおり告示する。 

なお、この告示の規定は、法第６条第１項又は第６条の２第１項の規定によ

る確認の申請に係る建築物（平成１８年１月１日以後に当該確認の申請をした

ものに限る。）について適用する。

  令和３年３月１２日 

津市長 前 葉 泰 幸  

１ 中間検査を行う区域

  本市の区域全域

２ 中間検査を行う期間 

  令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで 

  なお、３ の用途及び規模に該当する建築物の４の表中の 欄に示す特定

工程に係る工事を終えたときの中間検査については、令和３年７月１日から

令和６年３月３１日までとする。 

３ 中間検査を行う建築物の構造、用途及び規模

   新築（改築を含む。）の建築物で、法第２７条第１項第１号、第２号

（法別表第１ 項から 項までに係る部分を除く。）又は第３号に該当す

るもの

 新築（改築を含む。）の建築物で、一戸建ての住宅、長屋、共同住宅、

下宿及び寄宿舎の用途に供する部分（居室を有するものに限る。）の床面

積合計が５０平方メートルを超えるもの又は一戸建ての住宅、長屋、共同

住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分（居室を有するものに限る。）

が２階以上の階にあるもの 

４ 指定する特定工程及び特定工程後の工程

  次の表のとおりとする。 

なお、特定工程及び特定工程後の工程は、附属建築物以外の建築物の工事

の工程に係るものとし、附属建築物以外の建築物が２以上ある場合又は１の

建築物の工区を分けた場合は、初めて特定工程に係る工事を行った建築物又 



は工区の工事（中間検査の対象となる用途及び規模の部分を含むものに限る。） 

の工程に係るものとする。 

また、附属建築物（居室を有するものに限る。）が中間検査の対象となる

場合の特定工程及び特定工程後の工程については、当該附属建築物の工事の

工程に係るものとする。 

主要な構造 特定工程 特定工程後の工程

鉄骨造 

鉄骨造の部分において、 構造耐力上主要な部分の

初めて工事を施工する階

の建方工事

鉄骨を覆う耐火被覆を設

ける工事、外装工事（屋

根ふき工事を除く。）及

び内装工事

鉄筋コンクリー

ト造

階数が１の場合は屋根版

の配筋工事、階数が２以

上の場合は主要な構造の

部分において、初めて工

事を施工する階の直上の

階の主要構造部である床

版の配筋（プレキャスト

コンクリート版にあって

は、接合部）工事

特定工程の配筋（プレキ

ャストコンクリート版に

あっては、接合部）を覆

うコンクリートを打設す

る工事

鉄骨鉄筋コンク

リート造

鉄骨造の部分において、

初めて工事を施工する階

の建方工事

構造耐力上主要な部分の

鉄骨を覆うコンクリート

を打設する工事

木造

屋根工事及び構造耐力上

主要な軸組工事（枠組壁

工法及びプレハブ工法に

あっては屋根工事及び耐

力壁の工事）

壁の外装工事及び内装工

事並びに小屋組及び構造

耐力上主要な軸組（枠組

壁工法及びプレハブ工法

にあっては小屋組及び耐

力壁）を覆う工事

(注) ２以上の構造を併設している場合は、エキスパンションジョイント等

により構造上分離となる場合には、中間検査の対象となる用途及び規模

の部分を含む部分の構造を主要な構造とみなす。 

また、構造上一体となる場合には、初めて特定工程に係る工事を終え



た部分の構造を主要な構造とみなす。 

   階数が３以上となる木造の建築物で、最上階まで通し柱が施工される

等の理由により、建築物全体の構造耐力上主要な軸組工事から屋根工事 

までの工事工程が連続的に行われる場合以外の場合については、 欄 

（鉄骨造）の規定を準用する。 

   主要な構造が上記の表のいずれにも該当しない場合は、同表中類似す

る構造の欄の規定を適用する。

５ 適用の除外

  下記の建築物については、この告示の規定は適用しない。 

   法第７条の３第１項第１号に規定する工程を含む建築物 

   法第１８条の適用を受ける建築物 

   法第６８条の２０第１項に規定する認証型式部材等である建築物 

 法第８５条第５項又は第６項の許可を受けた建築物（一戸建ての住宅、

長屋、共同住宅、下宿及び寄宿舎の用途に供する部分（居室を有するもの

に限る。）を有し、階数が２以下の建築物に限る。） 

   平成１４年国土交通省告示第４１１号に規定する丸太組構法を用いた建

築物 

   住宅の品質確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１号。以下

「品確法」という。）第６条第３項の規定による建設住宅性能評価書の交

付を受ける予定の建築物で、法第７条の３第１項第２号に規定する工程に

相当する箇所の工事完了時に、品確法第５条第１項に規定する登録住宅性

能評価機関が検査を行い、同法第３条の２第１項に規定する評価方法基準

に適合することが同機関から交付される検査報告書により確認できる建築

物 



津市告示第２８号 

 地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第１項の規定に基づき、

令和３年度土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を縦覧に供するので、

同条第３項の規定により、縦覧の場所及び期間を次のとおり告示する。 

  令和３年３月１２日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 縦覧場所 

縦覧場所 縦覧できる地域

政策財務部資産税課 
津市全域 

政策財務部資産税課分室 

河芸総合支所市民福祉課 河芸地域 

芸濃総合支所市民福祉課 芸濃地域 

美里総合支所市民福祉課 美里地域 

安濃総合支所市民福祉課 安濃地域 

香良洲総合支所市民福祉課 香良洲地域 

一志総合支所市民福祉課 一志地域 

白山総合支所市民福祉課 白山地域 

美杉総合支所市民福祉課 美杉地域 

２ 縦覧期間  

令和３年４月１日から同年５月３１日まで。ただし、日曜日、土曜日及び

国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除

く。 



津市告示第２９号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成９年河芸町公告第１１１４号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり

告示する。 

 令和３年３月１５日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  東千里自治会 

  三重県津市河芸町東千里７５９番地 

代表者 後藤 輝人 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
谷口 光順 

三重県津市河芸町東千里３０５８番地３９ 

変更後 
後藤 輝人 

三重県津市河芸町上野２４番地 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、平成２５年３月３１日の定期総会において選

任され、同年４月１日から就任することになったため。 



津市告示第３０号 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、平成９年河芸町公告第１１１４号で認可した地縁による団体から告示され

た事項に係る変更の届出があったので、同条第１０項の規定により次のとおり

告示する。 

 令和３年３月１５日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

１ 届出者 

  東千里自治会 

  三重県津市河芸町東千里７５９番地 

代表者 駒田 弘一 

２ 変更に係る事項 

  代表者の氏名及び住所 

変更前 
後藤 輝人 

三重県津市河芸町上野２４番地 

変更後 
駒田 弘一 

三重県津市河芸町上野１２８番地１ 

３ 変更の理由及び年月日 

地縁による団体の代表者が、令和２年３月２９日の定期総会において選任

され、同年４月１日から就任することになったため。 



津市公告第２４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  令和３年３月５日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  令和３年２月１８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市芸濃町椋本字下モ田３１１８番１の一部ほか８筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  桑名市大字桑名６４７番地９５ 

  太田 春代 



津市公告第２５号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準

用する同法第６２条第１項の規定により、三重県知事より津都市計画公園事業

４・４・４号岩田池公園の変更認可に係る図書の写しの送付がありましたので、

同法第６３条第２項の規定において準用する同法第６２条第２項の規定により、

次の場所において縦覧に供します。 

  令和３年３月５日 

津市長 前 葉 泰 幸   

縦覧場所 

 津市西丸之内２３番１号 

 津市建設部建設整備課 

  



津市公告第２６号 

 三重県知事による津都市計画公園事業の変更認可の告示がありましたので、

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６６条の規定に基づき次のとおり

公告します。 

  令和３年３月５日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 都市計画事業の種類及び名称 

  津都市計画公園事業 

  ４・４・４号岩田池公園 

２ 施行者の名称 

  津市 

３ 事務所の所在地 

  津市西丸之内２３番１号 

４ 事業地の所在 

   収用の部分 

   変更なし 

   使用の部分 

   変更なし 



津市公告第２７号 

予防接種法施行令（昭和２３年政令第１９７号）第５条の規定により、下記

のとおり公告します。 

令和３年３月５日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

１ 予防接種の種類 

新型コロナウイルス感染症 

２ 対象者の範囲 

接種を受ける日に住民基本台帳に記録されている者 

３ 予防接種を行う期間 

令和３年２月１７日から令和４年２月２８日まで 

４ 予防接種を行う場所 

 予防接種を行う場所は次のとおりです。なお、当該場所は接種順位第一位

の医療従事者等を対象とする時点のものであり、今後、追加、変更等を行う

場合があります。 

 基本型施設 

医療機関名 住所 電話番号

医療法人 永井病院 津市西丸之内２９番２９号 228-5181

国立大学法人 三重大学医学部

附属病院 

津市江戸橋二丁目１７４番

地 

232-1111

独立行政法人国立病院機構 三

重中央医療センター 

津市久居明神町２１５８番

地５ 

259-1211

独立行政法人国立病院機構 三

重病院 

津市大里窪田町３５７番地 232-2531

 連携型施設 

医療機関名 住所 電話番号

三重県立一志病院 津市白山町南家城６１６番

地 

262-0600

医療法人思源会 岩崎病院 津市一身田町３３３番地 232-2216



医療法人 井上内科病院 津市久居井戸山町７５９番

地 

256-6665

医療法人倉本病院 倉本内科病

院 

津市下弁財町津興３０４０

番地 

227-6712

ＫＫＣ健康スクエアウエルネス

三重検診クリニック 

津市あのつ台四丁目１番地

３ 

253-7426

三重県立こころの医療センター 津市城山一丁目１２番１号 235-2125

三重県立子ども心身発達医療セ

ンター 

津市大里窪田町３４０番地

５ 

253-2000

独立行政法人国立病院機構 榊

原病院 

津市榊原町７７７番地 252-0211

医療法人暲純会 榊原温泉病院 津市榊原町１０３３番地４ 252-1111

医療法人凰林会 榊原白鳳病院 津市榊原町５６３０番地 252-2300

セントローズクリニック 津市新町一丁目５番１６号 221-5555

医療法人思源会 第二岩崎病院 津市一身田町３８７番地 232-2316

医療法人社団雄飛会 大門病院 津市大門１番３号 226-5525

医療法人暲純会 武内病院 津市北丸之内８２番地 226-1111

医療法人緑の風 千里クリニッ

ク 

津市河芸町東千里６番地１ 245-6111

みえ医療福祉生活協同組合 津

生協病院 

津市船頭町１７２１番地 225-2848

医療法人 東海眼科 津市羽所町３９９番地 228-8111

医療法人同心会 遠山病院 津市南新町１７番２２号 227-6171

医療法人 久居病院 津市戸木町５０４３番地 255-2986

学校法人藤田学園 藤田医科大

学七栗記念病院 

津市大鳥町４２４番地１ 252-1555

三重県赤十字血液センター 津市桜橋二丁目１９１番地 229-3580

ヤナセクリニック 津市乙部５番３号 227-5585

医療法人社団壽康会 吉田クリ

ニック 

津市栗真中山町７９番地５ 232-3001

医療法人愛誠会 若葉病院 津市南中央２８番１３号 227-0207

５ 予防接種を受けるに当たって注意すべき事項 



予防接種を受けることが適当でない者は、次の各号に掲げる者とします。 

 新型コロナウイルス感染症に係る他の予防接種を受けたことのある者で

新型コロナウイルス感染症に係る予防接種を行う必要がないと認められる

者 

 明らかな発熱を呈している者 

 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者 

 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の接種液の成分によってアナ

フィラキシーを呈したことがあることが明らかな者 

 前各号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者 

６ 接種順位 

新型コロナワクチンの接種は、当面、確保できるワクチンの量に限りがあ

り、その供給も順次行われる見通しですので、国が接種順位と時期を公表し、

順次接種していくこととなります。 

接種順位の上位の者の具体的な範囲は次のとおりとします。 

 医療従事者等 

新型コロナウイルス感染症患者に直接医療を提供する施設の医療従事者

等 

 高齢者 

令和３年度中に６５歳以上に達する者 

ワクチンの供給量、時期、年齢等によって接種時期を細分化する可能性

があります。 

 基礎疾患を有する者 

ア 令和３年度中に６５歳に達しない者であって、以下の病気や状態で、

通院又は入院している者 

( ｱ ) 慢性の呼吸器の病気 

( ｲ ) 慢性の心臓病（高血圧を含む。） 

( ｳ ) 慢性の腎臓病 

( ｴ ) 慢性の肝臓病（肝硬変等） 

( ｵ ) インスリンや飲み薬で治療中の糖尿病又は他の病気を併発している 

糖尿病 

( ｶ ) 血液の病気（ただし、鉄欠乏性貧血を除く。） 

( ｷ ) 免疫の機能が低下する病気（治療や緩和ケアを受けている悪性腫瘍

を含む。） 



( ｸ ) ステロイドなど、免疫の機能を低下させる治療を受けている 

( ｹ ) 免疫の異常に伴う神経疾患や神経筋疾患 

( ｺ ) 神経疾患や神経筋疾患が原因で身体の機能が衰えた状態（呼吸障害

等） 

( ｻ ) 染色体異常 

( ｼ ) 重症心身障害（重度の肢体不自由と重度の知的障害とが重複した状

態） 

( ｽ ) 睡眠時無呼吸症候群 

イ 基準（ＢＭＩ３０以上）を満たす肥満の者 

 高齢者施設等の従事者 

高齢者等が入所又は居住する社会福祉施設等において、利用者に直接接

する職員 

 ６０～６４歳の者 

ワクチンの供給量によっては、基礎疾患を有する者と同じ時期に接種を

行う場合があります。 

 上記以外の者 

ワクチンの供給量、時期、年齢等によって接種時期を細分化する場合が

あります。 



津市公告第２８号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定により

公告します。

  令和３年３月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第２９号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定しましたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条第１項の規定により次のとおり公告します。 

  令和３年３月１１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 指定に係る道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第５号 

２ 指定の年月日 

令和３年３月８日 

３ 指定道路の位置 

  津市戸木町字北興７８５９番３、８０８６番及び赤道の各筆の一部並びに

７８５８番２ 

４ 指定道路の延長及び幅員 

 延長 

 ２２．４２メートル 

 幅員 

  ４．００メートル 



津市公告第３０号  

 津市農業振興地域整備計画を変更しましたので、農業振興地域の整備に関す

る法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項において準用する同法第１

２条第１項の規定により、次のとおり公告します。 

  令和３年３月１１日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 変更の内容 

  農地から農業用施設用地への変更 

２ 変更場所 

土 地 の 所 在 地 積

(㎡)

変更面積

(㎡) 

用 途 区 分 

大 字 字 地 番 変更前 変更後 

一志町

高野 
横枕 1753番 1,143 1,143 農地 

農業用施設

用地 

芸濃町

椋本 
大石 6533番 1,327 114 農地 

農業用施設

用地 



津市上下水道事業告示第１３号 

 津市上下水道事業管理者の業務に係る収納取扱金融機関の指定について（平

成１８年津市水道局告示第２号）の一部を次のように改正し、令和３年５月１

日から施行する。 

  令和３年３月３日 

              津市上下水道事業管理者 田 村   学   

 表中「株式会社第三銀行」を「株式会社三十三銀行」に改め、「株式会社三

重銀行」を削る。 



津市上下水道事業告示第１４号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２第１項の規定により、

次の指定給水装置工事事業者の指定を更新したので、津市水道事業指定給水装

置工事事業者規程（平成１８年津市水道事業管理規程第１４号）第１０条第２

号の規定により告示する。 

  令和３年３月３日 

津市上下水道事業管理者 田 村   学   

名称 所在地 指定の有効期間 

アクア・サービス 津市緑が丘一丁目１２番地１

５ 

令和８年９月２９日まで

津市水道指定事業

者協同組合 

津市殿村１２１番地１ 令和８年９月２９日まで



津市上下水道事業公告第４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項の規定において準

用する同法第６２条第１項の規定により、三重県知事より松阪都市計画、三雲

都市計画及び嬉野都市計画下水道事業中勢沿岸流域下水道（松阪処理区）の変

更認可に係る図書の写しの送付がありましたので、同法第６３条第２項の規定

において準用する同法第６２条第２項の規定により、次の場所において縦覧を

供します。 

  令和３年３月１５日 

              津市上下水道事業管理者 田 村   学 

縦覧場所 

 津市殿村５番地 

 津市上下水道事業局下水道工務課 



津市選挙管理委員会告示第５号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第７４条第１項及び第７５条第１項

並びに市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９号）第４条第

１項及び第５条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数、

同法第４条第１１項及び第５条第１５項の規定による選挙権を有する者の総数

の６分の１の数並びに地方自治法第７６条第１項、第８０条第１項、第８１条

第１項、第８６条第１項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和

３１年法律第１６２号）第８条第１項の規定による選挙権を有する者の総数の

３分の１の数を次のとおり告示する。

令和２年津市選挙管理委員会告示第１１号は廃止する。

令和３年３月１日

津市選挙管理委員会

委員長 後 藤   久  

１ ５０分の１の数  ４，５４７人

２  ６分の１の数 ３７，８９１人

３  ３分の１の数 ７５，７８１人



津市選挙管理委員会告示第６号 

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３３条第１項の規定により、津

市河内財産区議会議員の任期満了による一般選挙を次のとおり定めたので、同

条第５項の規定により告示する。 

  令和３年３月９日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 後 藤   久 

 選挙期日  令和３年３月１４日 



津市選挙管理委員会告示第７号 

 令和３年３月１４日執行の津市河内財産区議会議員選挙における投票所を次

のとおり定めたので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４１条第１

項の規定により告示する。 

  令和３年３月９日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 後 藤   久 

投票所  津市落合の郷管理棟



津市選挙管理委員会告示第８号 

 令和３年３月１４日執行の津市河内財産区議会議員選挙における投票所の開

閉時間を公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４０条第１項ただし書き

の規定により次のとおり定めたので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和３年３月９日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 後 藤   久 

 投票所を開く時間     午前７時 

 投票所を閉じる時間    午後７時 



津市選挙管理委員会告示第９号 

 令和３年３月１４日執行の津市河内財産区議会議員選挙における開票の事務

は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第７９条第１項の規定により選

挙会の事務に併せて行うこととするので、同条第２項の規定により告示する。 

  令和３年３月９日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 後 藤   久 



津市選挙管理委員会告示第１０号 

 令和３年３月１４日執行の津市河内財産区議会議員選挙における選挙会の場 

所及び日時を次のとおり定めたので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号） 

第７８条の規定により告示する。 

  令和３年３月９日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 後 藤   久 

１ 選挙会の場所

津市落合の郷管理棟

２ 選挙会の日時

令和３年３月１４日午後７時３０分から

ただし、無投票の場合の選挙会は、令和３年３月１５日午前９時より定め

られた場所で行う。



津市選挙管理委員会告示第１１号 

 令和３年３月１４日執行の津市河内財産区議会議員選挙における選挙長及び

選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務を代理すべ 

き者を次のとおり選任したので、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号） 

第８１条の規定により告示する。 

  令和３年３月９日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 後 藤   久 

１ 選挙長 

  住所  ○○○○○○○○○○○○○ 

  氏名  小松 大演 

２ 選挙長に事故があり、又は選挙長が欠けた場合において、その職務を代理 

 すべき者 

  住所  ○○○○○○○○○○○○○ 

  氏名  落合 咲子 



津市選挙管理委員会告示第１２号 

 令和３年３月１４日執行の津市河内財産区議会議員選挙における投票管理者

及び投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職

務を代理すべき者を次のとおり選任したので、公職選挙法施行令（昭和２５年

政令第８９号）第２５条の規定により告示する。 

  令和３年３月９日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 後 藤   久 

１ 投票管理者

住所  ○○○○○○○○○○○○○

氏名  落合 実

２ 投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職

務を代理すべき者

住所  ○○○○○○○○○○○○○

氏名  落合 美智代



津市選挙管理委員会告示第１３号 

 令和３年３月１４日執行の津市河内財産区議会議員選挙における期日前投票

所を次のとおり定めたので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８

条の２第６項において読み替えて準用する同法第４１条第１項の規定により告

示する。 

  令和３年３月９日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 後 藤   久 

場 所  津市芸濃庁舎２階防災会議室



津市選挙管理委員会告示第１４号 

 令和３年３月１４日執行の津市河内財産区議会議員選挙における期日前投票

所の投票管理者及び投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合に

おいてその職務を代理すべき者を次のとおり選任したので、公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第４９条の７において読み替えて適用する同令第

２５条の規定により告示する。 

  令和３年３月９日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 後 藤   久 

１ 期日前投票管理者

職務を行うべき日 住所 氏名

３月１０日 ○○○○○○○○○○○○○ 落合 実

３月１１日 ○○○○○○○○○○○○○ 落合 実

３月１２日 ○○○○○○○○○○○○○ 落合 実

３月１３日 ○○○○○○○○○○○○○ 落合 実

２ 期日前投票管理者に事故があり、又は期日前投票管理者が欠けた場合にお

いて、その職務を代理すべき者

職務を行うべき日 住所 氏名

３月１０日 ○○○○○○○○○○○○○ 落合 美智代

３月１１日 ○○○○○○○○○○○○○ 落合 美智代

３月１２日 ○○○○○○○○○○○○○ 落合 美智代

３月１３日 ○○○○○○○○○○○○○ 落合 美智代



津市選挙管理委員会告示第１５号 

 令和３年３月１４日執行の津市河内財産区議会議員選挙における候補者１人 

の選挙運動に関する支出金額の制限額を公職選挙法（昭和２５年法律第１００ 

号）第１９４条第１項第３号及び公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号） 

第１２７条第１項の規定により次のとおり定めたので、公職選挙法第１９６条

の規定により告示する。 

  令和３年３月９日 

                      津市選挙管理委員会 

                      委員長 後 藤   久 

 支出金額の制限額  ９０８，１００円



津市選挙管理委員会告示第１６号

 令和３年３月１４日執行の津市河内財産区議会議員選挙において、次の者が

当選人となったので、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１０１条の

３第２項の規定により告示する。

  令和３年３月１５日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 後 藤   久

住所 氏名

三重県津市芸濃町河内８１番地 落 合   修

三重県津市芸濃町河内２２５番地 落 合 成 幸

三重県津市芸濃町河内１０７４番地 落 合 憲 行

三重県津市芸濃町河内８４２番地 落 合 公 広

三重県津市芸濃町河内１０１０番地 廣 田 淳 次

三重県津市芸濃町河内２６３７番地１ 落 合 秀 夫



津市教育委員会告示第４号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  令和３年３月１２日

      津市教育委員会教育長 森   昌 彦  

１ 招集の日時 

令和３年３月１９日（金） 午前１０時から

２ 招集の場所 

津市教育委員会庁舎 ４階教育委員会室

３ 会議の事件 

 津市教育委員会規則で定める申請書等への押印の特例に関する規則の制

定について 

 津市教育委員会公印規則及び津市立幼稚園則の一部の改正について

 津市立学校の管理に関する規則の一部の改正について 

 津市立教育研究所の管理運営に関する規則の一部の改正について 

 津市学校サポートセンター設置規程の一部の改正について 

 津市いじめ問題対策連絡協議会委員の一部委嘱替えについて

 津市いじめ対策会議委員の一部委嘱替えについて


